
平成27年9月25日 

事 務 連 絡 

 

一般社団法人 日本看護系大学協議会 御中 

 

 

厚生労働省医政局看護課 

 

 

看護師等免許保持者の届出制度に係るポスター・チラシの配布について 

 

 

看護行政の推進については、平素よりご尽力をいただき厚く御礼申し上げま 

す。 

この度、看護師等の人材確保の促進に関する法律が改正され、看護師等免許 

保持者の届出制度が10 月1 日より施行されます。 

制度開始に向けて、ポスター及びチラシを作成しました。以下の厚生労働省 

ホームページ「看護師等免許保持者の届出制度」からダウンロードできます。 

 

【制度概要】 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000095486.html 

【チラシ】 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000097827.pdf 

 

貴団体管下の関係者各位に、配布やホームページの紹介等により制度の周知 

を図っていただきますよう、よろしくお願いいたします。 

なお、本制度において、学校養成所の設置者は、届出が適切に行われるよう、 

必要な支援を行うよう努めることとされております。貴団体におかれましては、 

管下の関係者各位に、届出の支援や本制度の普及に向けたご協力を呼びかけて 

いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

【連絡先】 

厚生労働省医政局看護課人材確保係 

電話：03-5253-1111（内線 2599） 
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